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大倉工業株式会社のパーティクルボードのＪＩＳ認証の取消しに関する対応について 

 

日頃は当協会の各自主表示制度の運用にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成２４年２月２９日付で、経済産業省より発表がありました大倉工業株式会社のパーテ

ィクルボードのＪＩＳ認証取消しを受けて、当協会が運営する各自主制度に関する対応を下記の

ように取ることとなりましたので、ご連絡致します。 

 

記 

 

この度の大倉工業株式会社のパーティクルボードのＪＩＳ認証取消しおよび日本繊維板工業会の

自主表示制度の対象から外す決定（2 月 22 日 14 時以降の出荷品は非 JIS 品、それ以前について

は大倉工業株式会社へ確認）により、当協会へのホルムアルデヒド発散等級自主表示登録に関し

ては、貴社が大倉工業株式会社の基材のみ登録している場合、他メーカーのＪＩＳ認証パーティ

クルボードに変更していただく必要があります。一方、４VOC 放散に関する自主表示登録に関し

ては、大倉工業株式会社の基材のみを日本繊維板工業会の表示登録証で申請している場合、樹脂

主剤の証明書を添付する対応で変更していただく必要があります。変更申請に関しては当協会の

ホームページ（http://www.kensankyo.org/）よりダウンロードできます。 

また、該当登録番号の化粧板等を使用している製品で、住宅部品表示ガイドラインおよび住宅部

品ＶＯＣ表示ガイドラインを利用している場合は上記変更申請の有無により利用できないことに

なりますのでご注意願います。 

本件に関するお問い合わせは（社）日本建材・住宅設備産業協会（担当：根上）までお願いいた

します。 

 （連絡先） 

  ＴＥＬ：０３－５６４０－０９０１    ＦＡＸ：０３－５６４０－０９０５ 

 

添付資料：経済産業省発表資料（Ｈ24.2.29 発表） 

日本繊維板工業会（Ｈ24.3.1 発表）（H24.3.2 追加発表） 

以上 
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